
 

 

「滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案」の 

再度の諮問について 

 

平成 31 年１月 16 日 滋賀県総務部市町振興課 

 

１ 標記の改正条例案については、去る 10 月 22 日開催の第 123 回

滋賀県個人情報保護審議会において諮問させていただき、「適当で

あると認めます」との答申をいただいたところです。 

 当該改正条例案は、県教育委員会（教育総務課）からの依頼に

基づき、条例で定めるところの、住基ネットを利用できる事務に、

滋賀県奨学資金貸与条例の事務（「申請」および「返還」の事務）

を追加しようとしたものでした。 

 

２ その後、県教育委員会から、「改正の理由のうち「世帯構成の確

認」について取り下げたい。」との依頼がありました。理由は以下

のとおりです。 

 

〇 「申請」の事務は、世帯構成の確認のため、マイナンバーに

よる情報連携において世帯情報の抽出ができることを前提に、

その前段階の手続きとして、同一住所者を抽出することを想定

していたもの。 

〇 しかし、マイナンバーによる情報連携において世帯情報の抽

出ができないことが判明したため。 

 

 

３ このため、内容を一部変更し、再度諮問させていただくことと

しました。 

（１）改正の理由のうち、奨学資金貸与の「申請」について、「世帯

構成の確認」を削除したこと。 

（２）改正の理由に、他府県の住基ネット利用条例の改正状況等を

踏まえ、マイナンバー利用条例に基づきマイナンバーの利用を

開始する７事務（奨学資金貸与を含む。）について、「申請等時

にマイナンバーや住所等を確認」を追加したこと。 

 

  ご了承（答申）いただければ、議案を２月定例会議に上程した

いと考えています。                  以上 



参考（10/22諮問資料より）「滋賀県住民基本台帳法施行条例」の一部改正について

(1) 本人確認情報の提供を受ける知事以外の執行機関および事務の追加（第４条、別表第２関係）

住民基本台帳法第30条の15第２項第２号の規定に基づき、知事保存本人確認情報の提供を受ける知事以

外の執行機関および事務として条例で定めるものに、次の知事以外の執行機関および事務を追加する。

○ 提供を受ける知事以外の執行機関

教育委員会

○ 事務

滋賀県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 平成31年４月１日から施行する。

１．改正の理由（背景）

２．改正案の概要

○滋賀県奨学資金の貸与に関する事務
・平成31年4月からマイナンバーの利用が開始され、申請者は、マイナンバーの提出により課税証明書等の提出

が不要となるが、世帯構成の確認のため住民票記載事項証明書は必要（平成29年度657世帯）。
・返還義務者が増加し、債務者の住所等変更の確認で県内市町へ多数の文書照会を実施（平成29年度302件）。

○滋賀県奨学資金の貸与に関する事務において、本人確認情報を提供することで、世帯構成確認のための申
請者による住民票記載事項証明書の提出と、債務者の住所等変更の確認のための県内市町への文書照会を
不要にし、住民の利便性の向上と、行政の効率化を図るため、滋賀県住民基本台帳法施行条例を改正する。

・奨学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に

対する応答。

・奨学資金の貸与を受けた者もしくはその連帯保証人またはこれらの相続人の生存の事

実または氏名もしくは住所の変更の事実の確認。

○滋賀県住民基本台帳法施行条例は、住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム（住基
ネット）を利用して本人確認情報（氏名、住所、性別、生年月日、住民票コード、個人番号）を利用および提供で
きる執行機関および事務の範囲を定めており、現在19事務が規定されている。住民基本台帳法上で定められ

た事務以外の事務に関して、条例で厳格に利用・提供できる範囲を制限することにより、本人確認情報の保護
を図っている。

○住基ネット利用のイメージ
【申請】世帯構成の確認

【返還】債務者の氏名・住所の確認

申請者
教育

委員会

住基ネット

同一住所者（同一世
帯の可能性がある
者）のマイナンバー

等を抽出

情報提供ＮＷＳ

市町

世帯情報を抽出

②検索

③提供

④情報照会

⑤回答

教育委員会

住基ネット

県内住民の情報を
抽出

住民票記載事項証明書
が不要に

県内市町への
文書照会が不要に

①マイナンバー提出

①検索

②提供



 
「滋賀県住民基本台帳法施行条例」の改正理由を変更する理由 

 
教育委員会事務局教育総務課 

 
１．前回の改正理由のうち再検討が必要なもの 

   住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）を利用して本人確認情報の利用および

提供を行う事務として、検討していた事務２件のうち次のもの。 
   
 
 
 
２．再検討を行う理由 

  「申請者から住民票記載事項証明書の提出を受けなければ世帯状況が確認できないため」 
   マイナンバーにより利用できる情報は法令事務に準じる よう定められており、現在、個人

情報保護委員会に届出中の奨学資金の貸与申請に係る審査事務においては、世帯番号の提供

を受けることができない。 
 
（１）準じる法令事務 

   独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務のうち、申請

に係る事実についての審査（別添「関係法令の抜粋」参照） 
 

（２）貸与申請における経済要件の審査内容 

審査項目 
日本学生支援機構の学資の

貸与､給付 
滋賀県奨学資金 

経済状況にかかる審査対象者 家計支持者（原則、父母） 同一世帯の者 

収入の基準 
学資の種別、学校種、世帯人

数に応じて 定められている 
生活保護による 世帯の 需要

の年額の 1.7 倍以下 

収入から控除するもの 
給与所得控除、世帯に 就学

者や障害者等がいる場合の

控除等 

所得控除、世帯に 就学者や

障害者等がいる場合の控除、

家賃等 
世帯状況の確認 申請者からの申告 住民票記載事項証明書 

 
（３）予定していた世帯状況の確認方法 
 
 
 
 

 
住所が同一の者

を抽出 

 滋賀県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査またはその申請に対する応答。 

住基ネット  
該当者の世帯番号を 

 確認 

マイナンバーを利用

 
利用できない 

 
住所が同一の者から
世帯番号が一致する
者を絞り込み 

同一世帯の者を特定 

10 月 22 日の個人情報保護審議会で説明した、 
・奨学資金の「申請」の事務について、マイナンバーに

よる情報連携において、世帯情報の抽出ができない理由 
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【関係法令の抜粋】 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年５月 31日法

律第 27号）（以下、「番号法」という。） 

（利用範囲） 

第９条 
２ 地方公共団体の長 その他の執行機関 は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税（括

弧内省略）又は防災に関する事務 その他これらに類する事務であって条例で定めるもの の処理に

関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必

要な限度で 個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とす

る。 
 
○滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用等に関する条例（平成 27年 12月 25日滋賀県条例第 61号） 

（個人番号の利用） 

第２条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる執行機関（法令の規定によ

り同表の右欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ

の者を含む。）が処理する同表の右欄に掲げる事務とする。 
別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 
教育委員会 (2) 滋賀県奨学資金貸与条例（平成 14 年滋賀県条例第 26 号）による奨学資金の貸与

に関する事務であって規則で定めるもの 
 

○番号法 

（特定個人情報の利用の制限） 

第 19 条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 
八 条例事務関係情報照会者（第９条第２項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第２の第

２欄に掲げる事務に準じて 迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき

ものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機

関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第 26 条において同じ。）が、政令で定

めるところにより、条例事務関係情報提供者（括弧内省略）に対し、当該事務を処理するために

必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員

会規則で定めるもの（括弧内省略）の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者

が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 
 
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 2号）

第 19 条第８号の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第 19 条第８号に基づく特定個人情報の提供に関する規則（平

成 28年 12月 15 日個人情報保護委員会規則第５号） 

（条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供することができる場合） 

第２条 法第 19 条第８号の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの

（以下「条例事務」という。）とする。 
一 法第９条第２項の規定に基づき条例で定める事務（以下この条において単に「事務」という。）

の 趣旨又は目的が、法別表第２の第２欄に掲げる事務のうちいずれかの事務（以下「法定事務」

という。）の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。 
二 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。 
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○番号法 

別表第２ 
情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 
106 独立
行政法人日
本学生支援
機構 

独立行政法人
日本学生支援
機構法による
学資の貸与及
び支給に関す
る事務であっ
て主務省令で
定めるもの 

医療保険者その他の法令に
よる医療に関する給付の支
給を行うこととされている者 

医療保険各法その他の法令による
医療に関する給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの 

都道府県知事 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの 

都道府県知事等 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの 

市町村長 地方税関係情報又は 住民票関係情報
であって主務省令で定めるもの 

国民年金法その他の法令に
よる年金である給付の支給
を行うこととされている者 

国民年金法その他の法令による年金
である給付の支給に関する情報であ
って主務省令で定めるもの 

厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの 

 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の主務省令で

定める事務及び情報を定める命令（平成 26年 12月 12日内閣府・総務省令第７号） 

番号法別表第２の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律別表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令を次のように定める。 
第 53 条 法別表第２の 106 の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主

務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 
一 独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15 年法律第 94 号）第 14 条第１項の 学資貸与金の貸
与又は同法第 17 七条の２第１項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する
事務 次に掲げる情報 
イ 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者（以下この号において「学資金

申請者」という。）若しくは当該学資金申請者と生計を共にする者に係る医療保険各法又は高
齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 

ロ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第 15 条第
１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

ハ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律第 45 条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

ニ 学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報 
ホ 学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報 
ヘ 学資金申請者の生計を維持する者に係る国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 
ト 学資金申請者の生計を維持する者に係る雇用保険法第 10 条第１項の失業等給付の支給に関
する情報 

二 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第２項の学資貸与金又は同法第17条の３の規定によ
り返還させる学資支給金の 返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査 に関する事務 
次に掲げる情報 
イ 当該申請を行う者（以下この号において「猶予申請者」という。）、当該猶予申請者と住居及

び生計を共にする者若しくは当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高
齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 

ロ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第 15
条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

ハ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

ニ 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報 
ホ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内

の親族に係る市町村民税に係る情報 
ヘ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内

の親族に係る 住民票に記載された住民票関係情報 
ト 猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る雇用保険法第 10 条第１項の失業
等給付の支給に関する情報                   （第３号～第５号省略） 
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